
東学ア-磨イヴズ理念論序説

-SAAガイドラインを手掛かりに-

1｡はじめに

大学ア-カイヴズ研究の一つの到達点として､

2005年 12月に発刊された 『日本の大学ア-カイ

ヴズ』(全国大学史資料協議会編､京都大学学術

出版会発行)を取り上げることは､大方の賛同を

得るところであろう｡同書 ｢序文｣において､鈴

木秀幸氏が ｢本書は日本における大学ア←カイヴ

ズを取 り上げた最初のもの｣(1)と指摘しているよ

うに､日本における大学ア-カイヴズの歴史や現

状､あるいは課題や方法論などを初めて幅広く検

討した同書は､重要な成果として研究史上に位置

づけられるべきである｡ また､同書には各地の大

学ア-カイヴズの紹介や基本情報もあわせて掲載

され､多様な活動を展開する大学ア-カイヴズの

姿が映し出されている｡現在の日本の大学ア-カ

イヴズの活況を示すものともいえるだろう｡

このような研究や情報を掲載する同書は､した

がって､大学ア-カイヴズ界のみならず､日本の

ア-カイヴズ界においても広く注目され､これま

でに､いくつかの学術雑誌などで紹介や書評がな

されている(2)｡それらの文章､特に書評をよく読

んでみると､一つの共通する記述が見られる｡ 例

えば､神立孝一氏は ｢その 〔課題の-引用者註､

以下同〕第-は､｢大学ア-カイヴズ｣とは何か､

ということである｡本書の中では､あえてこの点
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の統一が成されなかったのであるが､どこかで大

まかでもよい｡何らかの見解が共有される必要が

あろう｡イメージの共有であって もよいと思

う｣ (3)と述べ､鋳 目良文民は ｢しかしながら､

｢資料保存機関｣ではなく､｢ア-カイヴズ｣とい

う用語を使って考えるとするならば､｢核｣とな

るものの共通理解があっても良かったのではない

だろうか｣(4)と記 している｡つまりは､｢大学ア

-カイヴズとは何か｣という､まさに根源的な課

題への検討をより深めるべきではないかという指

摘である｡

このことについて､同書の編集委員長である西

山伸氏は､｢本書の目的と構成｣のなかで ｢大学

ア-カイヴズはまだ新しい分野であり､確たる理

念があるわけでもなく､各現場における業務も試

行錯誤の連続である｣とし､その上で同書の目的

の一つとして ｢大学ア-カイヴズの現在をありの

ままに伝え､多くの方々の批判を受けることによ

って将来への指針を見出すこと｣を掲げている(5)｡

すなわち､｢大学ア-カイヴズ｣の確たる理念と

いうものが､現在のところ大学ア-カイヴズ界の

広範な合意の下に定まっているわけではないが､

そういったことも含めて､大学ア-カイヴズの議

論や活動の現状を広く世に問うことによって､さ

らなる大学ア-カイヴズ研究の深化を目指そうと
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する視点である｡とするならば､われわれは先に

取り上げた書評における指摘を､同書のみに向け

られたものでは決してなく､大学ア-カイヴズ界

全体に投げかけられた大きな課題と認識するべき

ではないだろうか(6)0

そのような考えに基づいて､本稿では大学ア←

カイヴズの理念を検討することを目的としてい

る｡ まず､なぜ理念研究が必要なのかということ

を攻めて筆者の視点から捉え直し､それに関わる

研究史を振り返り､分析視角を提示 した上で､検

討を始めたいと思う｡

2｡課題設定と骨柄視角

2J 課題設定

なぜ､理念研究が必要なのか｡大学ア-カイヴ

ズの理念を検討することが､大学アーカイヴズ研

究にとっていかなる意味があるのか｡ここではま

ずそのことを考えたい｡

この間､大学ア-カイヴズの理念を考える際に

よく用いられる表現は､これまでにも何度となく

記しているように､｢大学ア-カイヴズとは何か｣

というものである｡ただ､これはやや抽象的な表

現であるため､本稿ではこの言葉の示す範囲ある

いは輪郭を具体的に確定しておきたい｡本稿では､

｢大学ア-カイヴズとは何か｣ということを､｢大

学という教育 ･研究機関にア-カイヴズが設置さ

れることの意味とその果たすべき役割とは何か｣

と定義する｡

さて､改めて理念研究の必要性を､少し実態に

即 して考えてみたい｡まず､各地の大学ア-カイ

ヴズでおこなわれている各種の業務 ･活動につい

てである｡『日本の大学ア-カイヴズ』の第 2部

｢大学ア-カイヴズのいま｣に掲載された紹介文

を読むと､非現用となった事務文書の収集 ･整

理 ･保存 ･公開を始めとして､展示､各種刊行物

の作成､教育活動など､それぞれの大学ア-カイ

ヴズにおける業務 ･活動内容の多様さがよく分か

るし､それぞれの活動に対する比重も区々である｡

これらはよく言えば大学ア-カイヴズの多様性を

示すものとして指摘できるが､一方で､それらの

活動がそれぞれの個別の事例紹介にとどまってし

まう恐れなしとしない｡

また､大学ア-カイヴズの設置根拠はそれぞれ

の大学の規程による｡国や地方自治体のア-カイ

ヴズの理念研究では､議論の出発点として公文書

館法を取り上げている｡それぞれのア-カイヴズ

の法律上の設置根拠を突き詰めていけば､その多

くが公文書館法に行き着く｡したがって､ア-カ

イヴズの理念を考えるとき､共通の土俵としての

公文書館法を議論の出発点とするのは自然なこと

でもある(7)｡一方､大学ア-カイヴズの場合､先

記の通り､大学毎の規程が設置の根拠であり､こ

こにも大学ア-カイヴズの多様化の要因の一つが

あるのかもしれない ｡

このような状況の招 く問題点は､｢大学ア-カ

イヴズ｣という枠組みにおいて､それぞれの活動

の位置づけができない点にある｡ 大学ア-カイヴ

ズの共通の理念や定義がないために､結局は個別

の事例の集積をもって､大学ア-カイヴズの現状

を語るほかなくなるのである｡ そして､個別事例

の集合体としての ｢大学ア-カイヴズ｣である以

上､そこに含まれる諸事例の間に体系性は生じな

い｡

そのような状況があるからこそ､筆者は理念研

究の必要性を強調するのである｡ ここでは､鎮目

氏の指摘でも用いられた ｢核｣の存在の必要性と

いうことからその理由を説明したいと思う｡そも

そも ｢ア-カイヴズ｣という言葉に対する認識や

理解には元来多様なものがあり､｢ア-カイヴズ｣

という言葉自体も正式な意味として三つほどある

ように､多義性を畢む言葉である｡ そうである以

上､｢大学ア-カイヴズ｣についても､その言葉

の ｢核｣となる定義は必要であり､｢核｣が存在

することによって､｢核｣との関係からそれぞれ
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の大学ア-カイヴズへの分析が可能になり､そこ

に体系性が生 じるのである｡その場合､筆者は

｢核｣とは ｢理念｣に飽ならないと考えている｡

それぞれの大学ア-カイヴズの方向性や活動が､

大学ア-カイヴズの ｢核｣たる理念とどのように

結びつ くのか､そのことの検討によって､｢大学

ア-カイヴズ｣という枠組みにおける諸事例の関

係性が徐々に明らかになり､個別の事例紹介にと

どまることのない大学ア-カイヴズ研究の深化が

期待できるのである｡したがって､大学ア-カイ

ヴズの現状を鑑みるとき､その理念研究は不可欠

な検討課題として位置づけられなければならない

のである｡

212 研究史と骨柄視角

2.12J' ∴ 講究妄

これまで述べたような大学ア-カイヴズの理念

研究について､先行研究としては寺崎昌男氏､西

山伸氏､折田悦郎民らの業績が挙げられる｡寺崎

氏は､従来の大学ア-カイヴズあるいは大学ア←

カイヴズ研究の位置づけを転換すべきと主張して

いる｡ すなわち､｢日本でこれまで筆者その他の

大学関係者が唱えてきた大学アーカイブス論は､

沿革史編纂偉業の始末論という趣を持っていた｡

だが､現在および将来のアーカイブス論は､とり

もなおさず大学改革論であり､また個別大学がサ

バイバルを越えて大学らしく発展するための提案

である｣と述べるように､ア-カイヴズ論のいわ

ばパ ラダイム ｡シフ トの必要性 を強調 してい

る (8)｡現在の日本の大学ア-カイヴズの多くが､

何らかの形で当該大学の沿革史編纂事業と関係し

ており､長い間､その関係性のなかで両者は捉え

られてきた｡そうした論調に対し､寺崎氏は上記

のように述べて再検討の試みを指摘することで､

新たな大学ア-カイヴズ論の構築を目指そうとす

るのである｡この指摘は理念の問題とも大きく関

係する重要な提言であろう｡次に､西山氏は京都
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大学大学文書館の設置経過から現状 ･課題までを

整理するなかで､これから求められる京大の大学

文書館像を検討し､そのなかでみずからの大学ア

-カイヴズ理念を ｢現在に至る大学の機関として

の営みを表す記録を適切に管理することで､大学

内外の教育研究および管理運営に寄与し､そのこ

とを通じて社会に貢献すること｣と提示している｡

管見の限り､大学ア-カイヴズの理念として明確

に文字にあらわれたのは､この西山氏の業績が初

めてであろう(9)｡また､折田氏は､国立大学法人

を中心とする大学ア-カイヴズの現状と今後を検

討するなかで､大学ア-カイヴズをめぐる諸課題

を整理しつつ､ア-カイヴズとしての本来的業務

の重視を指摘されている(10)｡これらの先行研究は､

大学ア-カイヴズの理念をその本来的な在り方や

形態などから具体的に論じており､大変示唆に富

むものである｡しかし､筆者はこれらの先行研究

に対し､二つの課題点を指摘したい｡

一つは､先記した理念研究の定義の部分とも関

わるのだが､やはり ｢教育 ｡研究機関｣としての

大学に設置されるア-カイヴズという視点を重視

すべきということである｡ この視点は前掲の各先

行研究でも触れられていないわけではないが､と

りわけ ｢教育｣や ｢研究｣という観点から大学ア

-カイヴズの理念を考えなければなるまい.学校

教育法を引くまでもなく､大学は教育 ･研究をお

こなうところであり､それが大学の理念を形成す

る｡ したがって､そのような理念の下にある大学

のア-カイヴズの理念を考察する場合､｢教育｣

や ｢研究｣という視点を含めて検討する必要があ

る｡むろん､その部分のみを殊更に強調するわけ

ではないが､そのことによって､団や地方自治体

など行政のア-カイヴズとは異なるア-カイヴズ

像､さらにはア-カイヴズ理念が構築される可能

性が少なくない(ll)0

もう一つの課題点は､諸外国の大学ア-カイヴ

ズの紹介や､それについての研究が僅少という点
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である｡これは､日本のア-カイヴズ学の発展要

因としても指摘できることではあるが､ア-カイ

ヴズ学研究あるいはア-カイヴズ制度において日

本よりも先を行く諸外国から学ぶことは､社会的

な環境や制度上の相違があるとはいえ､それらを

注視しつつ検討すれば､少なくない成果を得るこ

とができる｡先記した諸研究を含め､日本の大学

ア-カイヴズ研究はこの点をふまえた研究が少な

いといっていい(12)｡

2.2.2 分析視角

上記のような研究史の検討をふまえ､本稿では､

諸外国の大学ア-カイヴズ事例を取り上げて､そ

の理念を考察してみたい｡そして､今回は特に米

国を取り上げる｡米国には､周知の通り米国ア-

キヴイス ト協会 (SocietyofAmericanArchivist:

SAA)があるが､そのなかの大学ア-カイヴズ部

会 (SectionofConegeandUniversityArchives)

では "GuidelinesforCollegeandUniversity

Archives"というガイドラインを策定している｡

このガイドラインは､これまでに数度の策定がお

こなわれており､管見の限 り最 も古いものは

1979年策定のものである(13)｡ ついで､1999年､

2005年にそれぞれ策定されており､現在､正式

版としてSAAのウェブサイ トに掲載されている

のは1999年版のものである(14)｡本稿では､この

1999年策定版ガイ ドライン (以下 ｢ガイドライ

ン (1999)｣のように表記)を中心的に用いて分

析を進めていく｡

ところで､このSAAのガイドラインだが､内

容等の詳細は次章にゆずるとして､ここで簡単な

紹介をすると､ここには大学ア-カイヴズの理念

をはじめとして､具体的な業務の手続きや方法な

どが詳細に記されている｡もちろん､これは日本

の公文書館法のような法律の類ではないが､SAA

の部会による策定には､多くのア-キヴイス トの

関与と合意があったであろうという点で､米国大

学ア-カイヴズ界における一つの共通概念として

捉えてもよいのではないかと考えられる(15)｡その

ような理由から､本稿では米国を事例として取 り

上げ､特にSAAのガイドラインの分析をおこな

う｡さらに､その分析から得られた結果を､日本

の大学ア-カイヴズの現状や課題とあわせて考察

することによって､日本の大学ア-カイヴズ理念

についても検討してみたい｡

3.SAAガイドラインの分析

3.1 SAA大学ア-カイヴズ部会とガイドライ

ン (1979)

3J .1 SAA大学アーカイヴズ部会とは(16)

ここでは､ガイドライン (1999)の分析に入る

前提 として､このガイ ドラインを策定 したSAA

大学ア-カイヴズ部会について､および最初の策

定版であるガイドライン (1979)について､それ

ぞれを紹介することにしたい｡

現在の大学ア-カイヴズ部会の前身となる ｢大

学ア-カイヴズに関する委員会｣(¶leCommittee

oncollegeandUniversityArchives)がSAAに設

置されたのは1949年の2月末のことである｡同

委員会が設置された要因としては､大学ア-カイ

ヴズに働くア-キヴイス トたちが､日々増加する

組織運営のための記録に関する興味関心につい

て､大学ア←カイヴズ間あるいはア-キヴイス ト

間での業務上の関係性の構築を必要としているこ

とをSAAが認識したことによる｡6名の委員によ

って構成された委員会は設置にあたり､みずから

の役割を以下のように規定している｡

1､大学アーカイヴズにおける適切な方法に

関する標準の策定｡

2､大学における有能なア-キヴイス トの地

位の保証｡

3､そのようなア-キヴイストをめぐる特殊

な問題に関する情報交換機関の設立｡

4､事務職員に対する､大学組織に不可欠な

一部としてのア-カイヴズについての､
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より積極的な意識の醸成｡

5､より進んだ研究への基礎として､現在あ

るすべての大学ア-カイヴズの本質と拡

がりの発見｡(17)

以上 5項目にわたって記されているが､上記に

示した委員会設置にいたる背景が如実に反映され

たものになっているように思える｡

ところで､現在の大学ア-カイヴズ部会はその

目的として8項目を設定しているが(18)､その内容

を読んだ上で上記 5項目と比較してみると､多く

の部分で共通点が見られる一方､相違点もあるよ

うに考えられる｡すなわち､上記 5項目で言えば

2と4である. これらは､大学内におけるア-カ

イヴズの認知度の高揚でありア-キヴイス トの地

位確保についての指摘であるが､このような記述

は現在の目的にはほぼ見られない｡これはなぜな

のか｡その理由を考える場合､設置以後の大学ア

ーカイヴズに関する委員会の活動が示唆を与えて

くれる｡

同委員会は設置後､大学ア-カイヴズに関わる

諸問題を議論すると同時に､数度にわたり大学ア

-カイヴズに対 して各種の調査をおこなってい

る｡分かっている範囲でも､1949年､1962年､

1966年､1972年の調査があるが､ここでは1966

年の調査を取 り上げたい｡この回の調査対象は

1156大学で､うち約半数の大学がア-カイヴズ

機能 を持った施設 を保持 していると回答 した

(558大学-48.30/o)｡しかし､そのうちフルタイ

ムの常勤ア-キヴイス トが勤務しているのはわず

か53大学-9%に過ぎなかったという｡大学ア

-カイヴズに関する委員会が設置されて 17年経

過した時点でもこうした状況であるならば､設置

当初の各大学ア-カイヴズあるいはア-キヴイス

トをめぐる状況はかなり貧弱なものであったと想

像するに難くない ｡ だからこそ､ア-カイヴズの

認知度の高揚やア-キヴイス トの地位確保といっ

た文言が委員会の役割規定に記されたのではない

かと考える｡ このような調査を通して､各大学ア

-カイヴズの状況を正確に捕捉し､今後の適切な

方法論を構築することが同委員会の重要な任務で

あったのであろう｡

委員会設置から30年目の 1979年､sAAの組織

改革にともない､同委員会は ｢大学ア-カイヴズ

部会｣へと衣替えした｡そしてこの年､同部会は

大学ア-カイヴズのためのガイドラインを作成す

ることになるのである｡

3,1.2 ガイドライン (1979)

大学ア-カイヴズ部会による最初のガイドライ

/'GuidelinesforCollegeandUniversityArchives"

は 1979年に策定された｡ このガイドラインにつ

いては､すでに日本語訳が紹介されているので､

以下の検討にあたってはこの日本語訳文を使用す

る(19)｡なお､日本語訳ではタイ トルを ｢大学ア←

カイヴズの為の指針｣としている｡

(日 策定の理由

まず､ガイドラインが策定されるに至った理由

を､同ガイドラインの ｢序｣から指摘 しておく｡

やや長いが該当部分を以下に掲げる｡

ここ数年､ますます多くの大学が､現在必

要な物ではないが､永久に貴重な資料や文書

を取り扱う為にア-カイヴズ機関を設置して

いる｡ 実際のところ､大学のア-カイヴァル

資料や､手書きの資料を扱う機関のスタッフ

は､現在､SAAアメリカア-キヴイス ト協会

会員のうちで､最も大きなブロックを構成し

ている｡ この成長期間に､多くのア-キヴイ

ス ト達は､更に､大学社会において､自分達

が果たす役割について､より広い視野を養っ

てきた｡この様に､今日の大学ア-カイヴズ

は､重要な変化､成長､発展の場に直面して

いる｡それ故､SAAの大学ア-カイヴズ部会

は､旦掛

方法でもって方向づけるために､ア-カイヴ

ズの目標､指針､基準の概要を_記した報告書
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の必要性を認めている｡〔下線は引用者付与､

以下同〕

大学におけるア-カイヴズ組織の増加､また

SAAにおける大学ア-カイヴズ関係者の増加があ

る状況は､大学ア-カイヴズの ｢成長期間｣との

認識がある｡そのなかでそれぞれの大学ア-カイ

ヴズあるいはア-キヴイス トは ｢広い視野を養っ

てきた｣が､一方で ｢共通の方法でもって方向づ

けるため｣の必要性も感 じているという｡ おそら

くこれは､大学ア-カイヴズの質量共の拡大のな

かで､その位置づけのいわば無秩序な拡散化を防

ぎ､大学ア-カイヴズの共通の方向性を確認する

ことが目的にあるからであろう｡そのことは ｢序｣

のなかで次のように記されていることからも推測

が可能である｡

目標と指針に関する記述は､ア-カイヴズ

確立に向けての､段階的基準という訳ではな

いし､又､既存のプログラムを評価する為の

基準として使われるべきものでもない ｡ しか

しながら､それは完全なア-カイヴズの能力

の概要である｡従って､この文書が､アメリ

カの大学のア-カイヴズ運営の現段階での方

向づけに､何 らかの指針を与える事が望まれ

ている｡

ここに言う ｢何らかの指針を与える｣という文

言から､大学ア-カイヴズの共通の方向性を位置

づけようとする､このガイドラインの意図がうか

がえる｡そしてこのような視点は､本稿の問題意

識とも大いに関係するものといえる｡

(2)内容の構成と概要

ここでは､ガイドラインの構成を示すとともに､

その概要を紹介する｡まず､構成は以下の通りで

ある｡

Ⅰ.中心的な使命

Ⅰ.管理

A.管理土の関係

B.ア-カイヴズの取得

C.調査分析

D.ア-カイヴズの利用

E.ア-カイヴズの完全な利用手順

F.保存と修復

G.非印刷資料

Ⅲ.サービス

A.管理的なサービス

B.教育/研究の為のサービス

C.〔その他のサービス〕

Ⅳ.人事

A.ア-キヴイス ト:局長又は館長

B.補助人員

C.スタッフ増員の正当な理由

V｡施設と設備

A.施設

B.設備

Ⅵ.補助的なサービス

Ⅶ.資料管理 (レコー ド･マネジメント)

各章の概要を簡単に紹介する｡｢Ⅰ.中心的な

使命｣は大学ア-カイヴズの果たすべき使命とし

て7項目を掲げている (後述)｡｢Ⅲ.管理｣は大

学ア-カイヴズの親組織内での位置づけの記述に

始まり､文書の移管から保存 ･利用までの一連の

過程について解説している｡用Ⅰ.サービス｣は

親組織や利用者に対するサービス､さらに教育

的 ･研究的サービスに関 して､｢Ⅳ.人事｣は大

学ア-カイヴズに必要な職員に関して､｢V.施

設と設備｣は大学ア-カイヴズにとって必要最小

限度の施設と設備の条件に関して､｢Ⅵ.補助拍

なサービス｣はコピーやマイクロフィルムに関し

て､｢Ⅶ.資料管理 (レコ- ド･マネジメン ト)｣

は親組織における資料 (記録)管理上の大学ア-

カイヴズの役割に関して､それぞれ述べられてい

る｡

後に触れるガイドライン (1999)と比較すると､

分量としては (1999)に比べて少ないが､取 り上

げられている項 目や内容は非常に近い｡ただ､
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(1999)の方がそれぞれの記述が詳細であり､(19

79)をより深 く掘 り下げた内容となっている｡た

だ､それまでの大学ア-カイヴズに関する委員会

では調査に留まっていたところが､大学ア-カイ

ヴズ部会への衣替えによって､このようなガイド

ラインが作成 されたことは大きな意義があるもの

といえるだろう｡

さて､本稿の問題意識とも重なることであるが､

本ガイドラインでは､大学ア-カイヴズと ｢教育｣

や ｢研究｣の関係について､どのように位置づけ

られているのか､それを指摘 しておきたい｡

まず取 り上げるべきは ｢Ⅰ｡中心的な使命｣で

ある｡ ここでは前文に ｢大学ア←カイヴズは､以

下の中心的な使命を共有 している｣と記した上で､

以下の7項目を掲げている｡

A.その機関にとって､歴史上､法制上､財

政上､又は管理上､価値のある資料を評

価 し､系統立て､記載し､利用可能にし､

保存する事｡

B.その様な資料の維持､保存の為に適切な

便意をはかる事｡

C.その機関の運営を援助する様な情報サ-

ビスを提供する事｡

D｡独創的な教育と研究を奨励 し､援助する

為の､資料源､研究室としての役割を果

たす事｡

E｡その機関に所属する人員及び広 く一般社

会の人々が､その収集物 を利用すること

を可能にし､奨励する為に､調査 し､学

識を提供する事｡

F｡その機関の起源､目的､計画､目標と､

それら目的､目標､計画の進行状況を知

らせ､理解される様､促進する事｡

G.能率的な資料管理を促進する事｡

特に ｢教育｣｢研究｣に関わる点は項目Dであ

る｡ ｢独創的な教育 と研究｣のための ｢資料源､

研究室としての役割｣を指摘 している｡その他の

項目は､特に大学と限定しなくても広 く適用でき

るア-カイヴズの使命といえる｡

次に ｢王正｡サ-ビス｣の ｢B｡教育/研究の為

のサービス｣である｡ ここでは全文は掲げないが､

述べられていることは上記使命の記述と同様であ

る｡例えば ｢ア-カイヴズは､全ての関心ある

人々に対 して､大学の歴史､発展､物理的成長､

方針､計画､組織に関する情報源としての機能を

果たすべきである｣｢ア-カイヴズは､学生が､

特別なテーマのみでなく､利用可能な情報源を知

り､それを利用する技術を学ぶ事ができる様な､

教育的な研究室 としての役割を果たすべきであ

る｣とあるように､｢Ⅰ｡中心的な使命｣同様､

｢情報源｣｢研究室｣の語が用いられている｡

大学ア-カイヴズと ｢教育｣｢研究｣との関係

を以上のように指摘するガイ ドラインであるが､

その評価について一言触れておくと､これには大

学ア-カイヴズの明確な理念の定義というものが

示 されていないように思われる｡確かに､｢Ⅰ｡

中心的な使命｣において､その果たすべき役割が

記されてはいるが､これらは大学ア-カイヴズの

果たす機能であって､それらを統合する視点での

理念の提起ではない ｡ したがって､本稿の中心課

題である ｢大学ア←カイヴズとは何か｣という問

いに対する核心の回答を､このガイ ドラインから

だけでは得ることは難 しい｡ただし､｢序｣で述

べているように､このガイドラインは ｢何 らかの

指針を与える事｣が目標にあり､｢ア-カイヴズ

運営の現段階での方向づけ｣かつ ｢他の人々が､

我々の作業を土台として､次に続 く作業を築き上

げる事を望む｣というように過渡的なものという

記述があることを考えると､如上の指摘はやや酷

なことかもしれない｡

3g2 ガイドライン (頂999)

それでは､次に本稿の中心的な検討素材である

ガイ ドライン (1999)の分析に入る｡ただ､分析
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の前に､本来であればガイドライン (1979)から

同 (1999)への改訂の理由を検討 しなければなる

まい｡しかし､管見の限 りにおいて､改訂の要因

を示す資料を確認することができなかった｡した

がって､ここではその要因を明らかにしえないが､

推測としては次のような指摘ができるのではある

まいか｡すなわち､時を経るに従い､各地に大学

ア-カイヴズが誕生 し､その活動が多様化 してい

くなかで､より本格的なガイドラインが望まれた､

ということである｡ 前回のガイドライン策定から

20年､大学を含めたア-カイヴズをめぐる状況

やア-カイヴズ学研究の進展､あるいは大学を取

り巻 く環境の変化などにより､現状と必ずしも合

致しない内容が現れたとしても不思議なことでは

あるまい｡おそらくはこのあたりに要因があるの

ではないかと推測するが､いずれにしても､この

点に関する検討は今後の課題である｡

さて､本ガイドラインは全 6章 ･付録 2章から

なっている｡以下はその目次である｡

Ⅰ｡概要

A.定義

B.任務

C.構成要素

D.組織構造

Ⅱ.親組織との関係

A.任務

昌.‖浩二

C｡方法

D.管理上の権限付与

E｡職員

F｡ア-カイヴズ ｡プログラムの拡大を

正当とする理由

Ⅲ.記録管理

A.はじめに

B.記録管理の目標

C.方針

D｡組織的関係

E.諮問機関がおこなうことができるこ

と

F.記録管理プログラムの構成要素とし

て含まれるべきもの

Ⅳ.核となるア-カイヴズ機能

A.受入

B.ア-カイヴズへのプロセス

C.ア-カイヴズ利用のコントロールと

促進

D.サービス

V.設備と備品

A.アカデミック ･ア-カイヴズにとっ

て必要な設備

B.備品とサプライ

Ⅵ.サポー トサ-ビス

App.1 アカデミック記録の種類

App.2 アカデ ミック ･ア-キヴイス トのた

めの参考文献

本ガイ ドラインの全てを紹介することはできな

いが､ガイ ドライン (1979)との比較において特

徴的な点を一点だけ指摘 しておきたい｡それは､

本ガイドライン記述における ｢記録管理｣の位置

づけである｡ (1979)では最後に若干記載 されて

いた ｢資料管理｣の記事が､本ガイ ドラインでは

第 3章に配置され､内容の記述も豊富である｡ こ

のことはア-カイヴズ活動における記録管理の重

要性がこの 20年で大きく高まったことの証左で

あろうし､｢核となるア-カイヴズ機能｣の前に

｢記録管理｣の章が立てられていることは､｢記録

のライフサイクル論｣が生み出された米国ならで

はの特徴ともいえるかもしれない｡

さて､本ガイドラインの内容の検討にあたり､

以下では特に大学ア-カイヴズの理念と機能につ

いての記述を中心に取り上げたい｡理念は本稿の

問題関心に関わる点であるから別として､なぜ機

能を取 り上げるかといえば､機能とは理念に規定

されるものであり､理念を実現するための機能だ
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からである｡ したがって､理念の検討にあたって､

機能の検討は不可欠であると考える(20)0

3,2.1 大学ア-カイヴズの理念

まずは､大学ア-カイヴズの理念についてであ

る｡ガイドライン ｢Ⅲ-B:目標｣には次のよう

にある｡

アカデミック ･ア-カイヴズの基本的な目

標は､組織の教育任務を支えることによって､

組蔵の生 き残 りと成長を援助することにあ

る｡その役割の責任を果たすために､ア-カ

イヴズは以下の目的を共有する｡

･組織にとって､長期にわたる歴史的､証拠

的､法的､財務的､業務的価値を有する記

録を受け入れ､あるいは評価すること､ま

たア-カイヴズは資源として明らかにする

ように､記録へのアクセスを保持し提供す

ること｡その資源とは､

- 組織の知識と有効な機能を助ける 〔資

源〕｡

- 組織また広い知的社会における教育と

学習を支え強化する 〔資源〕｡

筆者はここにはっきりと米国の大学ア-カイヴ

ズの理念が示されていると考える｡すなわち､大

学ア-カイヴズの目標を ｢組織の教育任務を支え

ることによって､組織の生き残りと成長を援助す

ること｣と掲げている点である(21)｡ただ､これは

かなり抽象的な表現であり､言葉の示す定義を正

確に突き詰める必要があろう｡｢教育任務｣とは

何か､｢支える｣とはどういうことか､というよ

うな点である｡それについて､次のガイドライン

記述を取り上げたい｡

ア-カイヴズは､教育のために組轟はミ担う

任務のうち､以下の任務を担う｡

･全体の構造を規定し､維持する機関を支え

ること｡

･どんな証拠が重要かを決定することによっ

て､またその組織がそのような証拠を作る
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ことを確実にすることによって､また所在

やフォーマットに関わらず､その証拠を保

存すること｡

･組織の重要な証拠を保存すること｡

･内部的かつ広範囲にわたるコミュニティ

に､組織の任務を進める情報を提供するこ

と｡

･教育 〔活動〕を支え､かつ適切なカリキュ

ラムの強化｡

･情報へのアクセスを適 して､教員､学生､

他の学者の研究 〔活動〕を支えること｡

･発見と知識の普及を通して､更なる理解を

促進すること｡

これは ｢ⅠⅠ-A :任務｣の記述である｡冒頭に

｢ア-カイヴズは､教育のために組織が担う任務

のうち､以下の任務を担う｣とあり､7項目の記

載がある｡｢教育任務｣という言葉から連想 され

るイメ-ジからすると､5｡6項目は理解しやす

いが､例えば2 ･3項目は基本的なア-カイヴズ

活動である｡つまり､ア-カイヴズの日常的な活

動が ｢教育任務｣の一環として位置づけられてい

ることを注視すべきである｡

ならば､大学ア-カイヴズはこうした ｢教育任

務｣を果たす､あるいは支えるために､どのよう

なプログラムを具備しておかなければならないの

だろうか｡それを次の記述から指摘したい｡

･〔資料の〕受入の決定は､専門的な評価選

別基準に基づく｡

･資料の編成と記述には､責任ある専門的訓

練を必要とし､組織のニーズや文化にふさ

わしいものとしてそれらを適合させる｡

･〔資料の〕保管 ･利用 ｡サービスのための

設備は､ア-カイヴズの記録資料全範囲を

保護し､乱用や窃盗に対する防衛手段を保

証する､物理的な環境を提供する｡

｡ア-カイヴズにおける保存､編成､および

個々の 〔資料の〕保護の手順は､現在の尊
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門的な基準を必要とする｡

･スタッフは､資料へのアクセスを容易にし､

組織の活動をサポー トするために､教育と

学習を保証する情報を提供する｡

｡スタッフと記録は以下のような資源であ

る｡

- 組織の起源､任務､目的の知識と理解

を促進する｡

- 幅のあるサービスを通して､また記録

管理と情報資源プログラムを促進 し､

〔それらを〕容易にすることによって､

組織の継続した発展に寄与する｡

｡ア-カイヴズは､カリキュラムのサポー ト､

教育の奨励､研究 ｡学問 ｡知的考察の支援

のために､組織の人々や､組織を越えた知

的コミュニティによる､資源の利用を促進

するために､みずからの資源を公表する｡

｡ア-カイヴァル ･プログラムは

… 組織環境の急激な変化に対する柔軟な

適応を維持する｡

- 技術的な現在の環境を維持する｡

これはガイドライン ｢正一C:方法｣の記述で

ある｡ これも逐一取り上げることはしないが､掲

載項目のうち､例えば専門的な評価選別基準の必

要性､資料の編成 ｡記述への専門的訓練の必要性､

設備環境の整備､各種基準の用意､資源の公表な

ど､これらはすべて大学か否かを問わず､ア-カ

イヴズとして必要不可欠なプログラムとして位置

づけることが可能なのである｡

すなわち､これは先にも指摘したことではある

が､大学ア-カイヴズにおける ｢教育任務｣の位

置づけは､ア-カイヴズの日常的な活動あるいは

ア-カイヴズとして不可欠な基準などを備えてお

くこと､それらの営為そのもののことを指してい

るのである｡したがって､それらの確実な遂行が

｢教育任務を支える｣という理念の文言につなが

るわけである｡

3.2B2 大学ア-カイヴズの機能

では､以上のような理念に基づいて､大学ア-

カイヴズはいかなる機能を果たしているのだろう

か､次はこの点を検討してみたい｡ここではサー

ビスの観点ならびに諸構成要素との関係の2つの

視点から､この課題を検討する｡

(1)サービスの観点から

大学のア-カイヴズは行政的 ｡研究的 ･教育

的なサ-ビスを提供する｡これらの機能を果

たすことによって､ア-カイヴズはその組織

とそれらのより大きな研究コミュニティの情

報のニーズへの寄与を通して､明白にその役

割を確立する｡

これはガイドライン ｢Ⅳ-D:サービス｣の冒

頭の記述である｡ 最後にある ｢その役割｣とはま

さに理念で請われていることと考えられる｡サー

ビスについては大きく3点を取り上げ､行政的サ

ービス､教育的 ｡研究的サービス､広報と公開の

プログラムを挙げている｡ガイドラインの全文を

紹介することはしないが､行政的サ-ビスの点で

は､検索システムの準備や記録管理への関与など

が述べられ､教育的 ･研究的サ-ビスの点では､

レファレンスへの対応､あるいは教育機関的な役

割についての記述があり､広報と公開のプログラ

ムの点では､それらの方法論的な指摘が続いてい

る｡

(2)諸構成要素との関係から

次に､大学ア-カイヴズの諸構成要素との関係

からその機能について指摘 した部分があるので､

それを紹介する｡大学ア-カイヴズがその構成要

素として位置づけているのは5種類 (親組織 ･学

生 ｡教員 ｡卒業生 ･研究者)である｡その5種類

の構成要素が大学ア-カイヴズに何を求めている

か､あるいはこれらの構成要素に対して大学ア-

カイヴズが何を果たすべきか､これらの点を指摘

することによって､大学ア-カイヴズの機能に触

れているわけである｡これも全文は掲載しないが､
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第一の親組織 との関係においては､親組織側から

のアクセスという観点から資料の保存が指摘で

き､第二の学生との関係においては教育的経験の

強化の場としての機能､第三の教員および第五の

研究者との関係においては､研究利用の側面､第

四の卒業生との関係においては､大学と卒業生と

の架け橋的な役割として､それぞれ位置づけられ

ている｡

∴ :ラ ::-･芋き

ここまで､SPkA大学ア-カイヴズ部会において､

1979年と且999年のそれぞれに策定 されたガイ ド

ラインの検討をおこなってきた｡ここでは本章の

小活をおこない議論を整理 しておく｡その際､整

理の軸にするのは ｢教育｣｢研究｣という点であ

る｡

ガイ ドライン (1979)は､｢教育 ｡研究機関た

る大学のア-カイヴズ｣という視点で見たとき､

大学ア-カイヴズを ｢独創的な教育と研究｣のた

めの ｢資料源､研究室としての役割｣と指摘 した｡

ただ､これは大学ア-カイヴズが果たすべき機能

の提示であって､大学ア-カイヴズの理念は示 さ

れていない｡

一方､ガイ ドライン (1999)は､ア-カイヴズ

業務そのものが ｢教育任務｣として位置づけられ

ており､明確な大学ア-カイヴズの理念の提示が

あった｡ここが (1979)との大きな相違点であり､

かつ特徴点でもある｡また､大学ア-カイヴズの

機能について､サービスの観点､ならびに諸構成

要素との関係の観点が指摘された｡これらは日本

の大学ア-カイヴズでも広 くおこなわれていると

ころであり､米国独自の何か特別な機能が存在す

る､というわけではない｡ しかし､こうした機能

がいかなる理念に基づいてなされているか､とい

う点において､米国と日本は大きく異なっている｡

日本の事例は後述するが､これらの機能を再び､

3.2.1で取 り上げた大学ア-カイヴズの ｢教育
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任務｣7項目と合わせて検討すれば､大学ア-カ

イヴズの姿を非常に体系的に示すことができるよ

うになると思われる｡単純なニーズに基づく議論

などには留まらない大学ア-カイヴズの理念が示

されることは､｢大学ア-カイヴズとは何か｣と

いう大きな問題を考える場合､何よりも不可欠な

事項である｡ さらに､みずからの業務それ自体を

｢教育任務｣と位置づけるなどの点は､国や地方

由治体の行政ア-カイヴズとは異なる大きな特徴

としても指摘できる(22)｡

べ iIj:辛::?:',j･::学 アI-:i:,.･･ヴ:.-て潤:i恵音:ixiI./:～っ

て

この車では､これまで述べてきたSAAガイ ド

ラインの記述を参考にしつつ､日本の大学ア-カ

イヴズ理念の現状 と課題について考えてみたい｡

その際に重視するのは､教育 ｡研究機関たる大学

のア-カイヴズ-大学ア-カイヴズという観点

を､その理念的 ｡実態的側面においてどのように

自己規定しているか､ということである｡

4J 規程 と実態からの骨柄 :国立大学法Aを

中心に

まずは､国立大学法人に設置されている大学ア

-カイヴズを中心に､その規程と実態の二つの側

面から検討 してみよう｡

4.l∴i 議席

規程の検討にあたっては 監資料 13を参照され

たい｡これは七国立大学法人の大学ア-カイヴズ

の規程のうち､｢目的｣の項があるものについて

はそれを､ないものについてはそれに準 じるもの

をそれぞれ取 り上げたものである｡

これを見てみると､規程上､｢研究｣の語は数

多く登場するが､それ らは大学ア-カイヴズみず

からが調査研究をおこなうという意味である｡ 一

方､｢教育｣という言葉が出てくるのは広島大学

文書館の規程のみであり､大学ア-カイヴズと教
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青との関係は､少なくとも目的記述の部分におい

ては､ほとんど盛り込まれていないのが現状であ

る｡一むろん､大学ア-カイヴズが学内組織として､

教育をおこなうことを求められているか否かとい

うこともあろう｡そうであれば､規程上に ｢教育｣

の語が現れないのも無理はない｡しかし､教育 ｡

研究機関という点から考えた場合､少なくとも

｢教育｣という視点において､規程上にその点が

強調されているかといえば､そのような判断を下

すことは柳か難しい｡

ところで､｢教育任務｣ということから離れて､

理念と機能の視点からこれらの規程を検討すると

き､大学ア-カイヴズが､みずからの活動 (-機

舵)によって､何を目指しているか (-理念)と

いうことを指摘しているのは東北大学史料館のみ

であることが分かる｡ すなわち ｢本学及び学術の

【資料 1】規程に見る大学ア-カイヴズの理念

北海道大学大学文書館

(目的)

第2条 大学文書館は,北海道大学 (以下 ｢本学｣というo)の共同教育研究施設として,

本学の保存期間が満了した法人文書及び本学の歴史に係る各種資料の収集,整理,保存,

調査研究等を行い,閲覧,公開等の利用に供することを目的とする○

東北大学史料館 軽 率簸車線率

(目的)

第二条 史料館は､本学の歴史に関係ある記念となる資 料 を収集し､これを整理保存し

て､利用に供するとともに､本学の歴史に関する理解 を 深め､もって本学及び学術の発

展に寄与することを目的とする○

東京大学史史料室

(業務)

第 2条 史料室は､次の各号に掲げる業務を行うo

(1)東京大学百年史編集委員会によって収集された資 .史料の整理及び保管

(2)寄贈資料の受け入れ､整理及び保管

(3)東京大学に関する各種資料 .データの収集､整理及び保管

(4)前各号に定めるもののほか､史料室の業務に関し必要と認められる事項

(設置)

第 1条 名古屋大学 (以下 ｢本学｣という○)に,本学の半現用及び歴史にかかわる文書

並びにその他の記録を管理し,調査研究を行うとともに,本学情報の公開に積極的に対

応するため,名古屋大学大学文書資料室 (以下 ｢資料室｣というo)を置く○

京都大学大学文書館 - 寒十串王立

(目的)

第一条 京都大学に､京都大学の歴史に係る各種の資料の収集､整理､保存､閲覧及び

調査研究を行うため､大学文書館を置く○

(目的)

第 2条

文書館は,広島大学 (以下 ｢本学｣というo)の学内共同教育研究施設として,本学にと

つて重要な文書の整理 .保存並びに大学の歴史に関する記録の収集 .整理 .保存及び公

閑を行うとともに,関連する分野の教育研究を行うことを目的とするo

九州大学大学文書館 ヰ叫 凍

(目的)

第 2条 文書館は､九州大学 (以下 ｢本学｣というo)に関わる法人文書等の資料を収集､

整理､保存し､大学及び大学の歴史に関する調査研究を行うとともに､その資料を学生､
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発展に寄与すること｣が同館の理念として明確に

掲げられているのである｡他の大学ア-カイヴズ

は機能自体が目的化しており､したがって機能の

上に立つべき理念の提示がない｡このことは注視

しておく必要がある｡

4.1.2 実態

次に実態面である｡ここでテーマになるのは､

教育 ･研究機関たる大学のア-カイヴズとして､

｢教育｣や ｢研究｣をみずからがどう位置づけ､

何を実行しているか､という点になるのだが､先

述の規程を見ても､一部を除き明確な理念の規定

がみられず､したがって､それに基づく業務 ･活

動の体系化が難しいなかで､大学ア-カイヴズと

｢教育｣｢研究｣との関係性への判断や評価は､そ

れをおこなう者によって区々にならざるを得ない

だろう｡ そこで本稿では､議論の拡散を防ぐため
ヽヽ

にも､大学ア-カイヴズ自身が ｢教育｣｢研究｣

にどう関与しているか､という視点で考察するこ

とを予めお断りしておく｡

まず､｢研究｣の視点である｡ 大学ア-カイヴ

ズによる当該大学史､高等教育史､ア-カイヴズ

学などの調査 ･研究活動が挙げられよう｡そして､

それらの成果は各大学ア-カイヴズ発行の紀要類

に掲載され､広く社会に公開されている｡

一方､｢教育｣の視点である｡ これには大学ア

-カイヴズが主体となった学生に対する講義の実

施が挙げられる｡ 監資料 2題は平成 19年度段階で

の状況をまとめたものであるが､これは大学ア-
ヽヽヽヽヽ

カイヴズが組織として教育活動をおこなっている

事例のみを掲げたもので､組織としてではなく大

学ア-カイヴズに所属する教員が講義を担当する

場合もあり､この事例を含めればさらに増加する

であろう｡こうした方向性は国立大学法人にとど

まらず､私立大学でも多く見受けられる(23)｡

そして､これらの講義に共通する特徴は､講義

内容が自校史教育ということである｡ これは米国

の大学ア-カイヴズと大きく異なるところであ

り､SAAガイドラインでは､一部に教育機関とし

て役立つべきという指摘があったが､大学ア-カ

イヴズ自身が講義をおこなうといったような記述

はなかったからである｡

4.2 大学ア-カイヴズが自校史教育をおこな

う理由

なぜ､米国と異なり日本では､大学ア-カイヴ

ズが主体となり自校史教育がおこなわれるのだろ

うか｡ここでは二つの要因を指摘したい｡

一つは大学ア-カイヴズの成り立ちが大きく関

係する｡周知のとおり､現在の大学ア-カイヴズ

の多くは大学の沿革史編纂事業の後継的存在とし

て成立した歴史を持っている｡ 筆者の所属する京

都大学大学文書館も､その設立の要因の一つとし

て 『京都大学百年史』の編集終了にともなう資料

の保存 ｡利用の問題を挙げることができる(24)｡ま

た､大学ア-カイヴズ自身の学内的な性格や位置

づけもまた大きく影響している｡この点について

は折田悦郎氏の言を紹介する｡

しかし､｢効果｣がはっきりとしており､教

育に関わる ｢資格｣を有 し､何より ｢自校｣

についてのリソースを有している大学ア-カ

g資料23大学ア-カイヴズが中心となった教育活動 (平成19年度)

広島大学 教養的教育 (総合科目)｢広島大学の歴史｣(半期)

名古屋大学 全学教養科目｢名大の歴史をたどる｣(半期)

" ｢情報公開と文書資料｣(半期)
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イブが､｢自校史｣教育に関与したのは､こ

れは自然のことでありました｡(25)

このような大学ア-カイヴズの持つ性格や位置

づけが､結果的に大学ア-カイヴズを自校史教育

へと向かわせたのである｡

そしてもう一点は､大学ア-カイヴズ自身もそ

のような認識を抱いていた､ということである｡

そもそも 監資料 13で示した各大学ア-カイヴズ

の規程には､必ずと言っていいほど ｢(本学の)

歴史｣という言葉が登場するし､例えば､京都大

学大学文書館の設置に至る議論の過程で､京都大

学百年史編集委員会によって作成 された提案書

｢京都大学史料の収集 ｡保存およびその利用につ

いて一京都大学文書館設置の提案-｣では､｢Ⅳ
文書館の業務｣の③に次のように記されている｡

上記の研究の成果に基づき教育および広報活

動を行う｡ 例えば､全学共通科目として本学

の歴史に関する講義を行うほか､新入生のオ

リエンテ-ション､職員の初任者研修等にも

参加する｡また､展示や公開講演会を行い､

広く学内夕日二本学の歴史に関する情報を提供

する｡ (26)

このように､大学ア-カイヴズが設置後､担う

べき役割の一つとして講義の実施の可能性を指摘

していることが分かる(27)｡

射3 理念との関係で留意すべき点

では､このような日本の大学ア-カイヴズと自

校史教育をめぐる状況を､大学ア-カイヴズの理

念との関係においてどのように捕捉すればよいの

だろうか｡筆者は留意すべき点として以下の二点

を挙げたい｡
ヽヽヽ

第-は､大学ア-カイヴズが自校史教育をおこ

なう根拠とは何か､という点である｡近年の大学

ア-カイヴズ研究では､沿革史編纂事業と大学ア

-カイヴズを機能論的な側面から直接的に連結さ

せることへの批判がある｡ それは､2.2.1で紹
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介 した寺崎氏や折田氏が指摘するところである

が､では､自校史教育に限ってはそれが認められ

るのか､といえばやはりそうではないであろう｡

筆者は自校史教育をおこなうこと自体を批判した

り反対するつもりは竜頭ないが､少なくとも大学

ア-カイヴズとして自校史教育をおこなうことの

根拠について､近年の議論もふまえた上での十分

な吟味が必要ではあるまいか｡

第二は､教育活動､ここでいう講義の実施だが､

それ自体は大学ア-カイヴズが担う機能であって

理念ではない､ということである｡すなわち､機

能的側面が先行し､本来それを規定すべき理念的

側面が深化していないのである｡つまり､教育 ･

研究機関たる大学のア-カイヴズ-大学ア-カイ

ヴズとして､いかなる理念に基づく教育活動なの

か､という視点をさらに深く追究して議論しなけ

ればならない状況にあるといえるのではないだろ

うか｡これは第一の点とも密接に関わる重要な問

題である｡

5qむすびにかえて

これまで大学ア-カイヴズの理念について､

SAAのガイドラインを手掛かりに米国の大学ア-

カイヴズの理念と機能を検討し､それをもって日

本の大学ア-カイヴズの現状と比較しつつ考察し

てきた｡最後に､本稿のまとめと今後の課題を記

し､むすびにかえたい｡

ガイドライン (1999)は､大学ア-カイヴズの

目的として ｢組織の教育任務を支えることによっ

て､組織の生き残りと成長を援助することにある｣

とその理念を謡い､みずからの業務 (機能)自体

を ｢教育任務｣として位置づけた｡ここには､理

念と機能の関係性が明確に示 されており､かつ､

このことによって､教育 ･研究機関たる大学のア

-カイヴズとしての特徴も明らかにされている｡

ガイドラインという性格を考えれば､多くの米国

の大学ア-カイヴズがこのガイ ドラインにあた
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り､みずからのア-カイヴズの方向性や位置づけ

を考える手掛かりとするはずである｡ すると､そ

こには各大学ア-カイヴズの活動が､このガイド

ラインあるいはガイドラインに示された理念を中

軸にして位置づけられることになり､みずからの

ア-カイヴズの業務 ｡活動の体系化のみならず､

米国の大学ア-カイヴズ全体としての体系化も可

能となる｡むろん､このガイドラインが各大学ア

-カイヴズにおいてどれほどの重要性を持ち､か

つ利用されているか､という点の調査は不可欠で

あるが､ガイドラインの存在は､ただ指針を示す

ばかりではなく､そこから大学ア-カイヴズの業

務 ｡活動の体系化が始まり､さらには大学ア-カ

イヴズ研究の深化が期待できる素地を含んでいる

のである｡

一方の日本では､本稿で取り上げた七国立大学

法人の大学ア-カイヴズの事例を見ても分かるよ

うに､明確な理念の規定がほとんど明記されてい

ないために､それぞれの業務や活動を大学ア-カ

イヴズの理念との関係において体系的に位置づけ

ることは難しいといわざるを得ない(28)｡したがっ

て､教育 ･研究機関たる大学のア-カイヴズとし

ての特徴を見出そうとするとき､そこには､結果

として教育活動-自校史教育しか指摘し得なくな

る(29)｡米国のように､組織運営のための記録の収

集 ｡整理 ｡保存 ｡公開や各種の情報提供をも ｢教

育任務｣として位置づければ､それが大学ア←カ

イヴズあるいは大学自身の理念との明確な関係性

の上に立っているわけであるから､それらを教育

･研究機関たる大学のア-カイヴズの特徴として

位置づけることが可能になるわけだが､日本の場

合､再三述べているように､明確な理念の規定が

ほとんどなされていないため､｢教育｣｢研究｣と

の関係性という点で大学ア-カイヴズの特徴を考

えた場合､自校史教育 しか浮かばないのである｡

さらに言えば､大学ア-カイヴズが自校史教育を

おこなう積極的な根拠がない以上､それとて､教

育 ｡研究機関たる大学のア-カイヴズの特徴とし

て挙げることは危うくなる｡沿革受箱纂組織の後

継的存在だから､沿革史編纂時に収集した資料あ

るいは当該大学の歴史的資料を保有 しているか

ら､ということだけでは理由にならない｡ その論

理は､他ならぬ大学ア-カイヴズ自身が批判して

いるからである｡とすると､結局のところ大学ア

-カイヴズの特徴とは一体何なのであろうか｡理

念不在の日本の大学ア-カイヴズの大きな問題

が､ここに提起されることになるのである｡

さりとて､本稿が日本の大学ア-カイヴズの理

念を明確に打ち出しているわけではない｡あくま

で､そのような理念を構築するための前提を､米

国SAAの事例を参考に整理 したに過ぎない｡そ

の意味では､本稿の議論は柳か中途の感が否めな

いが､｢理念｣という非常に抽象的な問題を捉え

るには､それをめぐる現状の把握と､他との比較

研究は不可欠な作業であると考える｡本稿はそこ

に立脚点を置き､したがって､表題に ｢序説｣と

付した｡

日本の大学ア-カイヴズの活動が多様化し広範

化するなかで､大学ア-カイヴズの理念をめぐる

検討は今後より一層深められるべき課題である｡

その際には､国や地方自治体など行政のア-カイ

ヴズにおける理念研究からも大いに学ぶべきだ

し､本稿の視角である諸外国の事例からさらに学

ぶことも必要であろう｡個人的には､SAAのガイ

ドラインのようなものが､日本において策定され

てもよいのではないかとも思うのだが､それはそ

れとして､研究の側面からこの間題を追究してい

くことも不可欠である｡米国大学ア-カイヴズの

現場におけるSAAガイドラインの取 り扱いにつ

いて､あるいは米国以外の諸外国の大学ア-カイ

ヴズ理念に関する考察など､本稿では取り上げら

れなかったテーマも少なくないOかかる検討課題

については､稿を攻めて論じることにしたい｡
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[註]

(1)鈴木秀幸 ｢序文｣(全国大学史資料協議会編

『日本の大学ア-カイヴズ』京都大学学術出版会､

2005年､ i貢)0

(2)[書評関係]『アーカイブズ学研究』第 5号､

2006年 (評者 :神立孝一氏)､『京都大学大学文書

館研究紀要』第5号､2007年 (評者 :鋳目良文民)､

『レコー ド･マネジメント』No.53､2007年 (秤

者 :加瀬大氏)､[紹介関係]『記録と史料』第 16

号､2006年 (執筆者 :西山伸氏)､[その他]田淵

正和 ｢討論会 ｢『日本の大学ア-カイヴズ』を読

んで｣に参加して｣､倉持佳代子 ｢討論会 ｢『日本

の大学ア-カイヴズ』を読んで (第 2回)｣に参

加 して｣(ともに､全国大学史資料協議会東日本

部会会報 『大学ア-カイヴズ』No.35､2006年).

(3)前掲註 (2)神立書評文､124貢｡

(4)前掲註 (2)鋳目書評文､89頁｡

(5)前掲 『日本の大学ア-カイヴズ』iii貢｡

(6)この点は､神立孝一氏も書評文のなかで指摘さ

れている (前掲註 (2)､124貢)0

(7)この観点からの先行研究としては､堀内謙一

｢基礎的自治体における公文書館設立のための序

論｣(『記録と史料』第7号､1996年)､富永一也

｢公文書館論｣(『沖縄県公文書館研究紀要』第 3

号､2001年)などがある｡

(8)寺崎昌男 ｢私のアーカイブス論-回想 ｡状況 ｡

意義-｣(『紫紺の歴程』第 5号､2001年､のち

｢大学アーカイブスと大学改革-回想 ｡状況 ｡意

義-｣と改題され､同 『大学教育の可能健一教養

教育 ｡評価 ｡実践-』東信望､2002年､に収録)｡

なお､同様の趣旨の内容として､同 ｢こういう日

がやっと来た-京都大学大学文書館の成長を願っ

て-｣ (『京都大学大学文書館だより』第 2号 ､

2002年)も挙げておく｡

(9)西山伸 ｢京都大学大学文書館一設置 ･現状 ･課

題-｣(『大学ア-カイヴズの設立と運営』全国大

学史資料協議会､2002年)｡また､西山氏の大学

ア-カイヴズ理念については ｢大学史の編集と

｢大学ア-カイヴズ｣-京都大学の試み｣(『神戸

大学史紀要』第6号､2005年)でも説明がなされ

ている｡

(10)折田悦郎 ｢国立大学におけるア-カイブの設置

とその機能｣(『京都大学大学文書館研究紀要』第

1号､2002年)｡

(ll)なお､行政を中心とするアーカイブズ理念の研

究は多くの蓄積がある｡註 (7)で取り上げた諸

研究の他に､ここでは､富永一也 ｢われわれのア

-カイヴズ｣(『京都大学大学文書館研究紀要』第

2号､2004年)､西南宏介 ｢地方自治体文書館の

基本理念と ｢公文書館論｣一地域史料 (古文書等)

の位置づけを中心に-｣(『広島県立文書館紀要』

第7号､2003年)を掲げておく｡

(12)なお､ここでは特に取り上げなかったが､大学

ア-カイヴズ理念に関する近年の成果としては､

嘉戸-将 ｢ア-カイヴズと大学｣(『京都大学大学

文書館研究紀要』第 1号､2002年)､小池聖-

｢大学文書館論-広島大学文書館 を一例 に-｣

(『広島大学文書館紀要』第9号､2007年)などが

ある｡

(13)1979年策定版について､原文はWilliam J.

Maher,TheManagementofCollegeandUniversity

Archives,TheSocietyofAmericanArchivistand

TheScarecrowPress,Inc.Metuchen,N.I.&

London1992,pp.371-391.に､日本語訳は 『東京大

学関係諸資料の保存と利用に関する予備的研究』

(東京大学創立百年記念学術研究奨励資金による

学内共同研究 昭和 56･57年度研究調査報告､

1983年)13-27頁にそれぞれ掲載されており､

本稿の日本語訳もこれに依っている (なお､前掲

『東京大学関係諸資料の保存と利用に関する予備

的研究』は､その抄録が 『東京大学史紀要』第 5

号､1986年､に掲載されているが､ガイドライン

の日本語訳部分は省略されている)｡また､日本

語訳として他に､福田都代 ｢大学アーカイブズの

ためのガイドライン｣(『北海道情報大学紀要』第

8巻第 1号､1996年)がある｡

(14)1999年策定版のガイドラインは､SAAの大学ア

ーカイヴズ部会ウェブサイト(h仕p://www.archivists.

org/governance/guidelines/cu__guidelines.asp)か

ら見ることができる｡ なお､このガイドラインに
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ついては､永田英明氏による簡単な紹介がある

(永田英明 ｢大学ア-カイヴズ資料論｣[前掲 『日

本の大学ア-カイヴズ』51貢])｡

(15)1999年策定版は､同年 8月のSAA総会におい

て承認を得たと同ガイドラインの冒頭に記載され

ている｡ また､2005年策定版については､SAAの

大学ア-カイヴズ部会のニューズレターである

THEACADEMICARCHIWSTによると､1999年

策定版の改訂のために､部会の会員8名によるタ

スク ･フォースが発足 し､2004年 12月から2005

年 5月までの6ケ月間にわたる議論の末に策定さ

れたとある｡ ただ､2005年度版のSAA総会にお

ける承認の記事は管見の限 り見当たらなかった

(THEACADEMICARCHIVIST,Vol.22,No.2-3,

2005.なお､本稿における英文引用については､

特に断らない限り､すべて引用者による私訳であ

る)｡

(16)本項の記述にあたっては､次の諸文献を参照し

た｡JohnMelviileJennings,"ArchivalActivityin

AmericanUniversitiesandcolleges",TheAmerican

Archivist,Vol.12,No.2,1949,･Annabe且Straus,

"Col呈egeandUniversityArchives:馳TeeDecadesof

Deveiopment",College皮ResearchLibrwies,Vo掴0,

No.5,且979;NicholasC.Burckelandi.FTankCook,

"APro魚leofCollegeandUniversityArchivesinthe

UnitedStates",TheAmericanArchivist,Vol.45,

No.4,Fail1982;I.FrankCook,"Academic

ArchivistsandtheSAA,1938-1979:FromArcana

SiwashtotheC&UFAG",TheAmericanArchivist,

Voi.51,Fa肌 988.なお､日本語の文献でSAAおよ

び同大学ア-カイヴズ部会について触れているも

のとしては､小川千代子 ｢SAAと大学ア-カイヴ

ズについて｣(『東京大学史紀要』第4号､1983年)､

坂本辰朗 ｢アメリカの大学ア-カイヴズ｣(寺崎

昌男 ･別府昭邸 ｡中野実編著 『大学史をつくる-

沿革史編纂必携-』東信堂､1999年)､同 ｢アメ

リカ合衆国における大学史研究と大学ア-カイブ

ズ｣(『近代日本研究』23巻､2007年)などがあ

る｡

(17)"ReportoftileCommitteeonCollegeand

UniversityArchives",TheAmericanArchivist,

Vol.13,No.1,1950,pp.62-63.

(18)前掲註 (14)大学ア-カイヴズ部会ウェブサイ

ト参照｡

(19)前掲註 (13)『東京大学関係諸資料の保存と利

用に関する予備的研究』13-27貢｡

(20)この点は､前掲註 (ll)富永論文に示唆を受け

た｡なお､本項の引用はすべてガイ ドライン

(1999)によるものであり､具体的な引用箇所に

ついても本文中で指摘するので､引用の一つひと

つに特に注記は付さない｡

(21)ここにいう ｢組織｣とは ｢institution｣の訳語だ

が､おそらくは ｢親組織｣のことを指しており､

以下に登場する ｢組織｣の意味も同様のそれとし

て扱っている｡

(22)なお､2005年におこなわれたガイドラインの改

訂についても一言触れておく｡ THEACADEMIC

ARCHIWST,Vol.22,No.3,2005.によると､2005

年の改訂については ｢ほとんどの提案された変更

は､テキス トのセクションを明確にし､かつア-

カイヴズにおける､および研究者による､電子記

録と技術的進歩を組み入れるように意図されてい

る｣と指摘されている｡ ガイドラインの各セクシ

ョンの位置づけを明確にするとともに､電子記録

およびそれにともなう技術進展が大きな影響を及

ぼしているようである｡

(23)私立大学を含めた大学ア-カイヴズの教育活動

の全国的な状況については､前掲 『日本の大学ア

-カイヴズ』所収の西山伸 ｢｢大学ア-カイヴズ｣

の現状と今後｣7-8頁および ｢第2部 大学ア-

カイヴズのいま｣を参照のこと｡

(24)この点については､西山伸 ｢大学文書館設置の

経緯｣(『京都大学大学文書館研究紀要』第 1号､

2002年)などに詳しい｡

(25)折田悦郎 ｢｢自校史｣教育と大学アーカイブ｣

『大学所蔵の歴史的資料の蓄積 ｡保存ならびに公

開に関する研究』[平成 16年度科学研究費補助金

研究成果報告書､研究代表者 ｡西山伸]133貢)｡

(26)前掲註 (24)｢大学文書館設置の経緯｣98頁｡

(27)このような事例は他大学でも見られる｡例えば､
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広島大学文書館の設置過程における関係文書によ

ると､同文書館設置後の機能として､自校史教育

の実施を掲げている (平成 14年 6月3日付 ｢広

島大学文書館の設置について｣など [｢広島大学

文書館の設置関係文書｣『広島大学史紀要』第 5

号､2003年])｡

(28)なお､私立大学の大学ア-カイヴズについては

未調査のため､本稿の議論には生かすことができ

なかった｡今後の課題としておきたい｡

(29)ここでは研究活動については触れていないが､

そもそも､研究活動は大学のア-カイヴズのみが

おこなっているわけではない｡国や地方自治体の

行政ア-カイヴズでも､その多くがみずからの役

割として研究活動を掲げている｡したがって､教

育 ･研究機関たる大学のア-カイヴズとしての特

徴を指摘するとき､ここでは特に教育活動-自校

史教育のみを取り上げたo他方､行政ア-カイヴ

ズにおいても､古文書講座や各種講演会などの

｢教育活動｣を展開している事例は少なくない｡

その点において､教育活動とて大学ア-カイヴズ

の特徴といえるのかどうか､議論の分かれるとこ

ろだが､行政ア-カイヴズにおける ｢教育活動｣

をめぐっては､それらの活動の規程上の位置づけ

や､各ア-カイヴズの設置形態から生じる問題な

ど､いくつかの重要な課題がある｡この点につい

ては別の機会に検討したいと考えている｡

[付記]本稿は､日本アーカイブズ学会 2007年度大

会 (2007年4月21-22日､於 ･学習院大学)に

おける筆者の研究発表 ｢大学アーカイブズの理念

を考える-SAAガイドライン (1999)を手掛かり

に-｣を基礎に再構成 したものである｡発表にあ

たっては､多くの方にご指導ご鞭漣をいただいた｡

末筆ながら､厚く御礼申し上げる次第である｡
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